
 
 

平塚市風致地区条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、平塚市風致地区条例（平成２６年条例第１号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （行為の申請） 

第２条 条例第７条第１項の規定により許可を受けようとする者は、風致地区内行為（行

為変更）許可申請書（第１号様式）に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

（１）  計画書（第２号様式から第９号様式までのうち該当するもの） 

（２）  別表に掲げる行為の区分に応じた図書 

（３）  前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

 （行為期間変更の届出） 

第３条 条例第７条第１項の規定により許可を受けた者は、行為期間の変更をしようとす

るときは、風致地区内行為期間変更届（第１０号様式）を市長に提出するものとする。 

 （行為の届出） 

第４条 条例第７条第４項又は第９条第４項の規定により届出をしようとする者は、風致

地区内行為（行為変更）届出書（第１１号様式）に第２条各号に掲げる図書を添えて、

市長に提出しなければならない。条例第７条第５項又は第９条第５項の規定により届け

出た行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。 

 （許可を要しない国、県又は市の機関） 

第５条 条例第９条第１項の公社、公団等で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

（１）  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

（２）  独立行政法人水資源機構 

（３）  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

（４）  独立行政法人労働者健康安全機構 

（５）  独立行政法人環境再生保全機構 

（６）  独立行政法人中小企業基盤整備機構 

（７）  独立行政法人都市再生機構 

（８）  神奈川県住宅供給公社 



 
 

（９）  神奈川県道路公社 

（１０） 平塚市土地開発公社 

（１１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により神

奈川県又は本市が指定した指定管理者 

 （行為の協議） 

第６条 条例第９条第１項の規定により協議しようとする者は、風致地区内行為（行為変

更）協議申出書（第１２号様式）に第２条各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

（行為の通知） 

第７条 条例第１０条の規定により通知をしようとする者は、風致地区内行為（行為変更）

通知書（第１３号様式）に第２条各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

 （許可又は協議に代えて通知を要する行為） 

第８条 条例第１０条第１号及び第２号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。 

（１） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路（高速自動車国道及び自動車専

用道路に限る。）の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧（これらの道路とこ

れらの道路以外の道路（道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第２条第８項に

規定する一般自動車道を除く。）とを連結する施設の新設及び改築を除く。）又は

道路法による道路（高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。）の改築（小規模

の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさな

いものに限る。）、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為 

（２） 道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道（鉄道若しくは軌道の代替に係

るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。）の造設（これ

らの自動車道とこれらの自動車道以外の道路（高速自動車国道及び自動車専用道路

を除く。）とを連結する施設の造設を除く。）又は管理に係る行為 

（３） 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川又は同法第１

００条第１項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為 

（４） 独立行政法人水資源機構法（平成１４年法律第１８２号）第１２条第１項第１号、

第２号イ及び第３号（水資源開発施設に係る部分に限る。）に規定する業務に係る



 
 

行為（前号に掲げるものを除く。） 

（５） 砂防法（明治３０年法律第２９号）による砂防工事の施行又は砂防設備の管理（同

法に規定する事項が準用されるものを含む。）に係る行為 

（６） 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）による地すべり防止工事の施行又

は地すべり防止施設の管理に係る行為 

（７） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）によ

る急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為 

（８） 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条に規定する地域森林計画に定める林

道の開設又は管理に係る行為及び同法第４１条第３項に規定する保安施設事業の施

行に係る行為 

（９） 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る

行為 

（１０） 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業の施行に係る行

為（水面の埋立て及び干拓を除く。） 

（１１） 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又

は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除

く。） 

（１２） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設（駅、操

車場、車庫その他これらに類するもの（以下この条において「駅等」という。）の

建設を除く。）又は管理に係る行為 

（１３） 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による鉄道事業又は索道事業で一般の

需要に応ずるものの用に供する施設の建設（鉄道事業にあっては、駅等の建設を除

く。）又は管理に係る行為 

（１４） 軌道法（大正１０年法律第７６号）による軌道の敷設（駅等の建設を除く。）

又は管理に係る行為 

（１５） 海岸法（昭和３１年法律第１０１号）による海岸保全施設に関する工事の施行

又はその管理に係る行為 

（１６） 航路標識法（昭和２４年法律第９９号）による航路標識の設置又は管理に係る

行為 



 
 

（１７） 港則法（昭和２３年法律第１７４号）による信号所の設置又は管理に係る行為 

（１８） 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第５項に規定する航空保安施設で

公共の用に供するもの又は同法第９６条に規定する指示に関する業務の用に供する

レーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為 

（１９） 気象、海象、地象、洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供す

る施設の設置又は管理に係る行為  

（２０） 漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和２５年法律第１３７号）第３条第１

号に掲げる基本施設又は同条第２号イ若しくはロに掲げる機能施設に関する工事  

（２１） 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第５項第１号から第５号までに掲

げる港湾施設（同条第６項の規定により同条第５項第１号から第５号までに掲げる

港湾施設とみなされた施設を含む。）に関する工事の施行又はその管理に係る行為  

（２２） 国又は地方公共団体が行う有線電気通信法（昭和２８年法律第９６号）第２条

第２項に規定する有線電気通信設備又は電波法（昭和２５年法律第１３１号）第２

条第４号に規定する無線設備の設置（高さが１５メートルを超えるものの設置を除

く。）又は管理に係る行為  

（２３） 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）による認定電気通信事業の用に供

する線路若しくは空中線系又はこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の

設置（高さが１５メートルを超えるものの設置を除く。）又は管理に係る行為 

（２４） 放送法（昭和２５年法律第１３２号）による放送事業の用に供する線路若しく

は空中線系又はこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置（高さが１

５メートルを超えるものの設置を除く。）又は管理に係る行為 

（２５） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による電気事業の用に供する電気工

作物の設置（高さが１５メートルを超えるもの及び発電の用に供する電気工作物の

設置を除く。）又は管理に係る行為 

（２６） ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）によるガス工作物の設置（液化石油ガ

ス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。）

又は管理に係る行為 

（２７） 水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業若しくは水道用水供給事

業若しくは工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）による工業用水道事業の



 
 

用に供する水管、水路若しくは配水池又は下水道法（昭和３３年法律第７９号）に

よる下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又

は管理に係る行為 

（２８） 警察署の派出所若しくは駐在所又は道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第２条第１項第１４号に規定する信号機の設置又は管理に係る行為 

（２９） 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項の規定により指定

された重要文化財、同法第７８条第１項の規定により指定された重要有形民俗文化

財若しくは重要無形民俗文化財、同法第９２条第１項に規定する埋蔵文化財又は同

法第１０９条第１項の規定により指定され、若しくは同法第１１０条第１項の規定

により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為 

（３０） 神奈川県文化財保護条例（昭和３０年神奈川県条例第１３号）第４条第１項の

規定により指定された神奈川県指定重要文化財、同条例第２６条第１項の規定によ

り指定された神奈川県指定有形民俗文化財又は同条例第３１条第１項の規定により

指定された神奈川県指定史跡、神奈川県指定名勝若しくは神奈川県指定天然記念物

の保存に係る行為 

（３１） 平塚市文化財保護条例（昭和３２年条例第２３号）第３条の規定により指定さ

れた平塚市指定重要文化財又は平塚市指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為 

（３２） 首都圏近郊緑地保全法（昭和４１年法律第１０１号）第４条に規定する近郊緑

地保全計画に基づく事業の執行に係る行為 

（３３） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）による都市公園又は公園施設の設置又

は管理に係る行為 

（３４） 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）による公園事業又は神奈川県立自然

公園のこれに相当する事業の執行に係る行為 

（３５） 鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第３条第１項に規定する鉱物の掘採に係

る行為 

 （許可の基準） 

第９条 条例第１１条第１項第１号ウ（ア）の規則で定める新築及び同項第２号ウ（ア）

の規則で定める増築は、次の各号のいずれかに該当するものの建築であって、かつ、市

長がやむを得ない事情があると認めるものとする。 



 
 

（１）  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校その他の公益上必

要なもの（以下この条において「学校等」という。） 

（２）  神社、寺院、教会その他の用途上やむを得ないもの（以下この条において「神社

等」という。） 

（３）  条例の施行又は条例第７条第２項若しくは第３項に規定する風致地区の種別の

指定等の際現に存するもの（新築、増築、改築又は移転の行為に着手しているもの

を含む。）と比較して風致の維持に有効な措置が採られることが確実なもの（以下

この条において「既存物件」という。） 

２ 条例第１１条第１項第１号ウ（イ）の規則で定める新築及び同項第２号ウ（イ）の規

則で定める増築は、学校等、神社等又は既存物件の建築であって、かつ、市長がやむを

得ない事情があると認めるものとする。 

３ 条例第１１条第１項第１号ウ（ウ）の規則で定める新築、同項第２号ウ（ウ）の規則

で定める増築、同項第３号イ（ア）の規則で定める改築及び同項第４号イ（ア）の規則

で定める移転は、軽易な出窓、戸袋等があるもの、学校等、神社等又は既存物件の建築

であって、かつ、市長がやむを得ない事情があると認めるものとする。 

４ 条例第１１条第１項第１号ウ（エ）の規則で定める新築及び同項第２号ウ（エ）の規

則で定める増築は、学校等、神社等又は既存物件の建築であって、かつ、市長がやむを

得ない事情があると認めるものとする。 

 （完了又は中止の届出） 

第１０条 条例第１２条第１項の規定により行為完了の届出をしようとする者は、風致地

区内行為完了届（第１４号様式）に行為を完了したことが分かる写真及び市長が必要と

認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第１２条第２項の規定により行為中止の届出をしようとする者は、風致地区内行

為中止届（第１５号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （告示の方法等） 

第１１条 条例第１３条第２項の規定による告示は、平塚市公告式条例（昭和２５年条例

第２１号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。 

２ 市長は、条例第１３条第２項の規定による告示をしたときは、当該告示の日から１０

日間、当該告示の内容を当該告示の内容に係る措置を行おうとする土地その他適当な場



 
 

所に掲示するものとする。 

 （身分を示す証明書の様式） 

第１２条 条例第１４条第３項の身分を示す証明書は、第１６号様式とする。 

 （地位の承継） 

第１３条 条例第１５条の規定により許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、風致

地区内行為許可承継届（第１７号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （許可標の掲示） 

第１４条 条例第７条第１項の規定により許可を受けた者及び条例第１５条の規定により

許可に基づく地位を承継した者は、当該許可に係る行為の期間中行為地の見やすい場所

に風致地区内行為許可標（第１８号様式）を掲示しておかなければならない。 

 （住所等の異動の届出）   

第１５条 条例第７条第１項の規定により許可を受けた者及び条例第１５条の規定により

許可に基づく地位の承継を受けた者は、当該許可に係る行為の完了前に住所又は氏名（法

人にあってはその名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名）に異動を生じたとき

は、速やかに、住所（氏名）異動届（第１９号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （書類の提出部数） 

第１６条 この規則の規定により市長に提出する書類の部数は、２部とする。 

 （その他） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 （平塚市風致地区内における建築等の規制に関する規則の廃止） 

２ 平塚市風致地区内における建築等の規制に関する規則（平成１６年規則第３１号）は、

廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 



 
 

行為の区分 図書の種類 縮尺 図書に明示しなければならない事項 

建築物その他の

工作物の新築、

増築、改築又は

移転 

付近見取図 １５，０００

分の１以上 

方位、施行箇所、道路及び目標となる

土地、建物等 

配置図 ６００分の

１以上 

方位、敷地の境界線、地盤高、壁面か

ら境界までの距離、建築物その他主要

工作物の位置並びに敷地に接する道

路の位置及び幅員 

 平面図 ２００分の

１以上 

建築面積及び建蔽率の算出計算式 

 立面図 ２００分の

１以上 

色彩 

 構造図 ５０分の１

以上 

 

 植栽計画図 ６００分の 

１以上 

方位、敷地の境界線、既存樹木及び植

樹木の位置、樹種及び大きさ並びに緑

化率の算出計算式 

建築物その他の

工作物の色彩の

変更 

現況写真  色彩変更計画部位 

色彩判断資

料 

  

宅地の造成、土

地の開墾その他

の土地の形質の

変更、水面の埋

立て若しくは干

拓又は土石の類

の採取 

付近見取図 １５，０００

分の１以上 

方位、施行箇所、道路及び目標となる

土地、建物等 

地形図 ６００分の

１以上 

方位、行為地の境界線、地盤高及び植

生の概要 

計画平面図 ６００分の

１以上 

方位、行為地の境界線及び地盤高 

緑地計画図 ６００分の

１以上 

方位、敷地の境界線、既存樹木及び植

樹木の位置、樹種及び大きさ並びに緑

化率の算出計算式 



 
 

 縦横断面図 ６００分の 現況と行為後の状況との対比 

  １以上  

木竹の伐採 付近見取図 １５，０００

分の１以上 

方位、施行箇所、道路及び目標となる

土地、建物等 

 現況平面図 ６００分の

１以上 

方位、行為地の境界線及び等高線 

 計画平面図 ６００分の

１以上 

方位、行為地の境界線及び伐採木の位

置又は伐採林の区域 

屋外における物

件の堆積 

付近見取図 １５，０００

分の１以上 

方位、施行箇所、道路及び目標となる

土地、建物等 

 現況平面図 ６００分の

１以上 

方位、行為地の境界線及び地盤高 

 計画平面図 ６００分の

１以上 

方位、行為地の境界線、地盤高及び伐

採木の位置又は伐採林の区域 

 縦横断面図 ６００分の

１以上 

現況と行為後の状況との対比 

備考 

  １ この表において「目標となる土地、建物等」とは、河川、湖沼、駅、停車場、公

共建物等をいう。 

  ２ 行為の内容を変更する場合は、平面図及び計画平面図とあるのは、対照平面図と

する。 

  ３ 立面図は、４面のものを原則とする。 

  ４ 擁壁等に係る行為を行わない場合は、構造図の提出を省略することができる。 

  ５ 植栽計画図に明示しなければならない事項が配置図に明示されている場合は、植

栽計画図の提出を省略することができる。 

  ６ 緑地計画図に明示しなければならない事項が地形図に明示されている場合は、緑

地計画図の提出を省略することができる。 

 


